
[ -- 雪置き場とじ~O)ー 公園利用について
公園を雪置さ場として利用するこaは原則苔止ですが、町内会と札幌市~(;)閏で「覚書」
を交わし、 IL—ILを守ることで利用でさます。

原則

子どもたちの事故、

遊具・樹木の損l霧
のおそれがあるた
め、公園には原則、

雪を置くことがで

きません。

込I

公園を利用する場合

覚書を交わします

〈町内会〉

覚書

一一一一一＝園
〈市〉

I 公園を雷置き場にする場合のルール・お願い

●バトロールを行う ※翌字盟、ための A
●遊具・樹木の周りに 叩紅公園内を直鰈的に:~aばす、
雪を置かない

勾配を認くしてくださし、ヽ。

/ --
●機械での雪入れは ー 曲げる

ヽ

しない 緩く 一

●春の清掃を行う ~ ぐー~ ―ヽ---~ 

覚書締結公園を利用するときのルールとお願い

、$41JII塁D
~ 

亨五伍攣翌
馴付鷹瓜3

国遊具・樹木の損傷や事故を防ぐため、
遊具・樹木の周りに雪を置かないで
ください。

、旧」雪眉9
~ 怠に妙＝胞是庭］
地域の人にルールを周知・徹底してください。
また、施設の破損があった渇合には、簡易な
補修は町内会に実施していただくとともに、
土木センターに連絡し、安全な環境維持に協
力していただきます。

馴礼誓履D~ ) 
冬季間も含め、公園は子どもたちの貴重な遊
び場です。一 春先に早く利用できるよう、地域の皆様で雪

＼ 疇
割り作業の実施、ゴミ｝合いなどの濤掃活動を
お願いします。

一スノーダンプなど、家庭用の
除雪用具で雪を搬入してください。

地域で子どもの見守り
もお願いします

【編集•発行•お問い合わせ】
札幌市濤田区土木部維持管理課
〒004-8616 清田区平岡2条4丁目1番40号

TEL 888-2800 / FAX 884-6474 
http : www.city.sapoorojp/kiyota/ doboku ． 4
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